
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  株主代表訴訟に係る弁護士費用 

Ｑ：当社は昨年株主代表訴訟を提起されま

した。弁護士費用等の争訟費用は提訴された

役員自身が負担していましたが、会社が補て

んすることにしました。この場合、役員に対

する給与として課税する必要がありますか? 

 

Ａ：役員勝訴の場合や争訟が取り下げられ

た場合は課税の必要はありませんが、役員敗

訴の場合は課税する必要があります。 

【解説】 

 株主から損害賠償請求訴訟を提起された場

合、提訴された役員は、その訴訟の結果如何

にかかわらず、弁護士費用等の争訟費用や損

害賠償金等を負担しなければなりません。し

かし、これらの費用を会社が負担した場合、

取扱いは次のようになります。 

（１）役員が勝訴した場合 

 役員が職務を適正に遂行していたというこ

とですから、争訟費用を会社自身が支出して

も、役員に対して課税されることはありませ

ん。 

（２）役員が敗訴した場合 

 役員の過失により会社に損害を与えたとい

うことですから、争訟費用や損害賠償金等の

費用を会社が負担したときは、その費用相当

額は役員に対する給与として課税されること

になります。 

（３）争訟が取り下げられた場合 

 役員の責任所在は不明ですが、敗訴が確定

していない以上、職務を適正に遂行している

ものと推定するほかなく、役員勝訴の場合と

同様に取り扱います。 
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